
「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第３条第７項の規定に基づく基本計画」の検討

等について

水産政策審議会・資源管理分科会（９月２２日）において諮問どおり答申がなされたこと

から、同日付けで「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」を変更し、以下のとお

り、平成２３年ＴＡＣ（漁獲可能量）の改定を行う。

平成２３年ＴＡＣの改定

（１）すけとうだらのオホーツク海の海域については、主たる生息水域が外国水域（ロシ

ア）であることから、我が国水域への最大の来遊量に対応できるよう、過去の漁獲量

の最大値ベースで２３年ＴＡＣを３７千トンで設定したところであるが、直近の来遊

状況が良く２２年漁期の最大漁獲量を上回る状況であることから、８月までの漁獲量

を勘案し５２千トンに改定する。

また、太平洋系群については、ABC（生物学的漁獲許容量）の再評価結果を踏ま

え、ABC の増加分を追加した数量に TAC を改定する。

（単位：トン）

現 行 変更後

ＴＡＣ ２２８，０００ ２６２，０００

うち沖合底びき網漁業 １４４，６００ １７０，６００

うちオホーツク海の海域 ３７，０００ ５２，０００

うち太平洋の海域 １０１，０００ １１２，０００

うち北海道 ８０，９００ ８８，９００

（２）まいわしについては、ABC（生物学的漁獲許容量）の再評価結果を踏まえ、ABC
増加分の半分相当を追加した数量に TAC を改定する。

（単位：トン）

現 行 変更後

ＴＡＣ １５１，０００ ２０９，０００

うち大中型まき網漁業 ８６，０００ １１９，０００

（３）するめいかについては、ABC（生物学的漁獲許容量）の再評価結果を踏まえ、ABC
と同数の TAC を設定する。

（単位：トン）

現 行 変更後

ＴＡＣ ２７２，０００ ２９７，０００

うち沖合底びき網漁業 ４２，６００ ４６，７００

うち大中型まき網漁業 １３，２００ １４，５００

うちいか釣り漁業 ５４，８００ ６０，１００

うち大型するめいか釣り漁業 ７６，１００ ８３，４００


